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１ 豊橋市における高病原性鳥インフルエンザの移動制限解除までの経緯

について 
  資料１のとおり 
 
 
２ 今後の対応について 
  資料２のとおり 
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豊橋市における高病原性鳥インフルエンザの 

移動制限解除までの経緯について 

年月日 本県１例目（採卵鶏農場） 本県２例目（あひる（あいがも）農場） 

２０２２年 
１２月５日 
（月） 

７：３０  

疑似患畜と判定 

９：００  

緊急対策会議開催 

 

１２月８日 
（木） 

 ７：３０  

疑似患畜と判定 

緊急対策会議開催（書面開催） 

２１：４２  

殺処分終了 

（殺処分羽数：2,175 羽） 

１２月９日 
（金） 

 １１：１０ 

防疫措置完了 

※死体等は豊橋市資源化センター

で焼却処分 

１２月１０日 
（土） 

２：００  

殺処分終了 

（殺処分羽数：329,062 羽） 

 

１２月１５日 
（木） 

８：００  

防疫措置完了 

※死体、卵、飼料等は埋却処分 

（フレコンバック 2,994 袋） 

 

１２月３１日 
（金） 

０：００  

搬出制限を解除 

※清浄性確認検査で移動制限区域内の全ての農場の陰性を確認 

２０２３年 
１月６日

（金） 

０：００ 移動制限を解除 

※防疫措置完了後、２１日経過後 

◆防疫措置の動員人数                     単位：人 
県 職 員 東 海 

農政局 
豊橋市 

農業関係 
団体等 

自衛隊 合 計 
全  庁 うち農林水産部門 

２，３０２ ９５４ ２５ １９５ ３７ ６００ ３，１５９ 

※１日３交代制 １ターム  120名体制（12月 5日（月）～12月10日（土）） 
１ターム20～40名体制（12月11日（日）～12月14日（水））農林水産部門で対応 

１例目の疑似患畜確
認に伴う発生状況確
認検査で血清抗体陽
性となりその後検査
で疑似患畜と判定 

１２月４日に農場から
死亡が増加した旨の通
報があり、１５時に鳥イ
ンフルエンザ簡易検査

 

資料１ 



今後の対応について 

感染拡大 
防止対策 

◆県内全域の家きん飼養農場に対して消毒命令 

【告示】２０２２年１２月２３日 

【実施期日】１２月２６日から２０２３年１月２２日まで 

◆家畜保健衛生所の家畜防疫員による家きん農場への 

飼養衛生管理基準の遵守指導 
 

農家経営支援 

◆移動制限等により経済的な損失が生じた家きん農家や、

防疫作業により経済的な損失が生じた野菜農家等に損

失相当額を支援（農家経営支援費補助金） 

◆国の手当金等が交付されるまでの緊急的な「つなぎ融

資」の支援として、農家が負担する利子を無利子化する

とともに、農家が担保する保証料を不要とするため、県

が金融機関に利子補給や損失補償（高病原性鳥インフル

エンザ緊急対策資金貸付利子補給補助金） 

◆農家の経営再開・維持に必要な資金の融通措置として、

農家が負担する利子を無利子化するため、県が金融機関

に利子補給補助（家畜疾病経営維持資金利子補給補助

金） 

風評被害 
防止対策 

◆「愛知のにわとり・タマゴ消費拡大実行委員会」を設立

し、農業団体等と一体となってとり肉やタマゴが安全で

あることを発信 

・１月１１日（水）に「とり肉・タマゴの応援ＰＲ」とし

て、県産とり肉やタマゴを使った親子丼等を知事が試食 

・２月と３月に豊橋市内などでとり肉やタマゴの安全性

のＰＲと消費拡大のためのイベント開催を予定 

 
 

資料２ 


